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原 として、 定資産 価額（ 事 や （ ） 又は 場で してくだ

さい。）に 定の （ は「 価 」で すること できます。）を掛けて計 し

ます。

ただし、 地にある田畑又は山林については、原 として付 の宅地の価額に して

家屋の 価については のと りです。

計 します。

の

原 として、樹種、樹齢別に定 ている 価額（ 価額は

で すること できます（財産 価 書　 価 ・ 価

e ）。）を として 価します。

用の 、 、 等

原 として、 品の売 価額や 家の などを参考として 価します。

原 として、 の( ら( までの価額のう 、 も低い価額により 価します。

(  贈与を受けた の  

(  贈与を受けた の の の 額 

(  贈与を受けた の の の の 額 

(  贈与を受けた の の の の 額

（注） 上場株式を 付贈与又は対価を う取引により取得した場合には、その株式の価額は、取得 に け

る 価 （ ）によって 価します。

取 の 、

原 として、その 社の の 小、株 の 、資産の構 合などに 、 のような方式

により 価します。具 的には「取引相場のない株式（出資）の 価明細書」（ 価明細書の 式

は ら すること できます。）を用い

て 価します。

(  業種 方式 

(  資産価額方式 

(  ( と( の 用方式 

(  配当還元方式 

用財産・

原 として、 品の売 価額や 家の などを参考として 価します。

・ 等

原 として、 品の売 価額や 家の などを参考として 価します。

財産の た した 細 、 の し

自 用 家 屋

貸 家

原 として、 定資産 価額（ 事 や （ ） 又は 場で してく

ださい。）により 価します。

原 として、 定資産 価額 ら、 定資産 価額に借家権 合と賃貸 合を

た価額を差し引いて計 します。

※ お いの ン等の により、 税 を 用して申告書を作成するこ ができない場合があります。

）

A

用 をクリックする

、 作成の れ 、 入力例

用になれない方 な が

できます。

入力例

定申告書等作成 で

申告書を作成する場合の具体的な入

力例について、この に記載のな

い事例 て掲載しています。

用になれない方

相続時精算課税を選択し、特定贈

与者が 以上いる場合 住宅取得

等資金の非課税の適用を受ける財産

の贈与者が３ 以上いる場合な 、

定申告書等作成 を

用になれない スについて掲載

しています。

しくは、 用 を

ください。
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の ク

ス方法については、 を して

ください。

申告書の を選択する です。

贈与税の申告書を作成する方は、

をクリックしてください。

※

贈与税の申告書を作成する方は、

を

クリックしてください。

（ が宅 ）の贈与を受けた方

で、 方 により を な 、

一定の場合に する方は、 等の

明 書作成 を 用して財

産の を こ ができます。

参考

を

クリックしてください。
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作成する申告書等の提出方法を選択して

ください。

入力が終わったら、 をク

リックしてください。

申告される方（財産を取得した方）の生

年月日を入力してください。

入力した生年月日により、令和３年１月

１日において 歳以上であるか判定しま

す。

以下の各ボタンについては、この手引きに具体的な入力例を掲載しています。

住宅取得等資金の非課税（※１）の適用

を受ける金額を入力する場合には、

をクリックします。

相続時精算課税（※３）の適用を受ける

財産を入力する場合には、

をクリックします。

一般の贈与（暦年課税）の財産を入力す

る場合には、 をクリック

します。

贈与税の配偶者控除の特例（※２）の適

用を受ける財産を入力する場合には、

を をクリックします。

なお、不動産番号を入力して登記事項証

明書の添付を省略する場合には、併せて

チェックボックスをチェックします。
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